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OECD について 

 

経済協力開発機構（OECD）は、北米、ヨーロッパ、および太平洋地域の先進工業国

30ヵ国の代表、ならびに欧州委員会の代表が、政策を調整し調和させ、相互に関係する

問題を討議するために会談し、国際的問題に対処するために連携する政府間組織である。

OECDの活動のほとんどは、加盟国の代表者で構成される200以上の専門委員会とその

下部グループによって実施されている。OECDの多くのワークショップやその他の会議

には、OECD内で特別な資格を有する数ヵ国のオブザーバー、および関連する国際組織

のオブザーバーが出席する。フランスのパリにあるOECD事務局は、複数の部局と課で

構成されており、各委員会とその下部グループの事務を行っている。 

 

環境保健安全課は、テストと評価、優良試験所基準と遵守監視、農薬、リスク管理、

バイオテクノロジーにおける規制的監督の調和、新規食品及び飼料の安全性、化学品事

故、環境汚染物質排出移動登録（PRTR）、そして排出シナリオ文書の９つの異なったシ

リーズについて、無料の文書を公表している。環境保健安全計画、およびその出版物に

関する詳細は、OECDのウェブサイト（以下を参照）で入手可能である。 

 

 

この出版物は電子的に無料で入手可能です。 

 

本件やその他の多数のバイオセーフティに関する出版物の完全なテキストは、

OECDのウェブサイト(http://www.oecd.org/biotrack/)をご覧頂くか、 

 

または 

 

OECD 環境局 

環境保健安全課 

2 rue Andre-Pascal  

75775 Paris Cedex 16 

フランス 

 

Fax：(33) 01 45 24 16 75 

 

E-mail：ehscont@oecd.org  までご連絡ください。 

 

http://www.oecd.org/ehs/
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改訂版の序文 

 

遺伝子組換え植物の OECD の固有識別システムは、本ガイダンス文書が 2002 年に最

初に出版されてから、大きな問題なくプロダクトデータベース

(http://www.oecd.org/biotrack/productdatabase) の各々の遺伝子組換え製品に関する情報

にアクセスするための｢鍵｣として活用されてきた。さらに、バイオセーフティに関する

カルタヘナ議定書のバイオセーフティクリアリングハウスに含まれる製品の適切な識

別システムとして認識されてきた。 

 

遺伝子組換え技術の利用によって形質を獲得し、従来の交配によって蓄積（スタック）

されたひとつまたは複数の形質を有する植物製品の商業化が近年増加していることに

伴い、バイオテクノロジーにおける規制的監督の調和に関するワーキンググループの第

17回会合において、このような植物製品の識別記号を指定する方法を標準化することが

提案された。それまで、本ガイダンス文書は、項目8において、このような製品に対し

二つの異なる選択肢を認めてきた。 

 

同ワーキンググループの第18回会合において、本文書の項目8を改訂することが合意

された後、その改訂された項がワーキンググループによって同意され、本改訂文書が合

同会合に送られ、文書の公開が承認された。 

http://www.oecd.org/biotrack/productdatabase
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序  文 

 

遺伝子組換え植物の識別記号に関する本ガイダンスは、OECDのバイオテクノロジー

における規制的監督の調和に関するワーキンググループによって作成された。その目的

は、商業的利用のために認可された現代のバイオテクノロジーによる製品に関する

OECDのデータベース情報、および相互運用可能なシステム（CBDのバイオセーフティ

クリアリングハウス等）のロックを解除し、またはその情報にアクセスする｢鍵｣として

の利用にある。 

 

本ガイダンスの作成における最初の主要な段階のひとつは、2000年10月、シャルメー

においてスイスが主催した遺伝子組換え植物の認識システムに関するOECDのワーク

ショップであった。そのワークショップの報告書は、2001年に機密解除され、公開され

た [ENV/JM/MONO(2001)5]。 

 

シャルメーでのワークショップの時点では、識別記号を作成するための数多くの選択

肢が検討中であった。その後、ワーキンググループの第9回、および第10回会合（2000

年11月、および2001年6月）において、それらの選択肢（および問題）が詳細に審議さ

れた。プロセスの最終段階として、ワーキンググループの第11回会合（2002年1月14-16

日）において、代表団が添付のガイダンスを起草し、同意した。本ガイダンスは、導入

の項、識別記号の開発作成方法に関する項、今後の発展についての項を含んでいる。

OECD経済産業諮問委員会（BIAC）は、バイオテクノロジーに関する専門グループを通

じてその審議の局面すべてにおいて重要な役割を果たした。本ガイダンスによれば、識

別記号を作り出す人々は遺伝子組換え製品の開発者であることから、このことは重要と

いえる。 

 

OECDの化学品委員会と化学品、農薬、バイオテクノロジーに関するワーキングパー

ティーとの第33回合同会合において、本ガイダンスが短期間で普及するように公開する

ことが合意された。 
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遺伝子組換え植物の識別記号の指定に関するOECDガイダンス 

 

はじめに    

 

識別記号の目的は、商業的利用のために認可された現代のバイオテクノロジーによる

製品に関するOECDプロダクトデータベース、および相互運用可能なシステム内の情報

にアクセスするための鍵としての利用にある。本ガイダンスは、プロダクトデータベー

スに用いるための識別記号の開発について扱っている。識別記号は、OECDのバイオト

ラックプロダクトデータベース(BioTrack Product Database) 中の植物製品に基づいて開

発され、データベースに加えられる植物製品に直接使用可能である。概念と主な要素は

植物用に開発されたが、他の製品への適用も可能と考えられる。 

 

OECDは、2000年から｢遺伝子組換え植物の識別記号｣に取り組んできた。この取り組

みは、その年の10月、スイスによって主催された遺伝子組換え植物の識別システムに関

するOECDワークショップ（2000年10月2-4日，スイス，シャルメー）から開始された。  

 

主要目的は、遺伝子組換え植物の識別記号を確立する最も有効な方法を特定し、

OECDのプロダクトデータベースに即して、結論、提案、および留意事項を起草するこ

とであった。このような背景において、当ワークショップは識別記号のためのいくつか

の選択肢を提案した（遺伝子組換え植物の識別システムに関するOECDワークショップ

の報告書 http://www.oecd.org/biotrack を参照のこと）。 

 

 （新品種のような他の選択肢ではなく）形質転換事象（イベント）に基づいた照合用

のひと桁の数字を含む、単純な英数字コードのような識別記号が必要であることが合意

された。識別記号は、プロダクトデータベース相互運用可能なシステム（たとえば、バ

イオセーフティクリアリングハウス）内のより詳細な情報のロックを解除する鍵となる

必要がある。そのようなものとして、識別記号は簡潔で単純であり、利用しやすいもの

である必要がある。さらに、識別記号は柔軟な方法で構築され、潜在的に今後の開発の

ための核となる識別記号としての機能を果たすものである必要がある。また、識別記号

は、既存製品についての経験にも配慮し、それらに適用できる必要がある。 

 

各々の申請者は、形質転換事象の同じ指定を異なる製品に使用することを回避するた

めに、独自の内部機構を持つ。従って、申請者の情報をその識別記号に入れ込むことは、

申請者が申請者自身の製品の識別記号を作り出す唯一の方法であると同時に、他の申請

者によって作り出された識別記号から、その独自性を確保するものである。さらに、こ

の方法は、申請者が適切であるまたは必要であると考える時に、その識別記号を作り出

すための柔軟性を提供するものである。 

http://www.oecd.org/biotrack
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識別記号の開発および指定 

 

項目 1 

識別記号の目的は、商業的利用のために認可された現代のバイオテクノロジーによる

製品に関するOECDプロダクトデータベース、および相互運用可能なシステム内の情報

にアクセスするための鍵としての利用にある。本ガイダンスは、プロダクトデータベー

スに用いるための識別記号の開発について扱っている。識別記号は、OECDのバイオト

ラックプロダクトデータベース中の植物製品に基づいて開発され、データベースに加え

られる植物製品に直接使用可能である。概念と主な要素は植物用に開発されたが、他の

製品への適用も可能と考えられる。 

 

項目 2 

 申請者は、遅くとも最初の商業化承認の申請時に、申請者の製品の識別記号を国内当

局に指定する必要がある。 

 

項目 3 

国内当局は、最初の商業化承認時に、他国におけるその後の商業化申請すべてに関す

るデータベースの関連情報へアクセスを可能とするため、指定された識別記号を 

OECD バイオトラックプロダクトデータベースに通告する必要がある。 

 

項目 4 

 識別記号は、現代のバイオテクノロジーによってもたらされた形質転換事象について

の9個の英数字からなる固定長のコードである1。識別記号は、その形質転換に特有であ

る必要がある。 

 

項目 5 

 識別記号は、3つの要素からなり、それぞれダッシュ記号（－）によって分離されな

くてはならない。全長は9個の英数字であり、その最後は照合数字である。形質転換事

象と申請者の指定は、全体として8個の英数字とする必要がある。 

 

－ 申請者を指定するための2個または3個の英数字、 

－ ｢形質転換事象｣を指定するための5個または6個の英数字 
2 

－ 項目7に示される、照合としての1個の数字 

                                                      
1
 ゼロは、文字 O との混乱を避けるため、シンボルφによって示される必要がある。 

2
 本ガイダンスの採択に先立つ既存の植物製品の形質転換事象が 5個または 6個の英数字より短

いかまたは長い場合、申請者はこの制限に合わせるために形質転換事象について 5 個または 6

個の英数字を選択する必要がある。 



ENV/JM/MONO(2002)7/REV1の日本語訳 

11 

 

 

例として、 

 C  E  D －  A  B  8  9  1 －  6 

または、 

 C  E － A  B  C  8  9  1 －  5 

 

項目 6 

 識別記号は、2個または3個の英数字の申請者情報（例えば、申請者の機関名の最初の

2個または3個の英数字）を含む必要があり、続いてダッシュ記号となる。データベース

に登録されていない新たな申請者はいずれも、データベース内の申請者コード表にある

既存のコードを利用できないものとする。その申請者は、申請者自身を認識するために

指定する新たなコードをコード表に追加することによってバイオトラックプロダクト

データベースを更新する国内当局に通知するものとする。 

 

項目 7 

識別記号は、ダッシュ記号によって識別記号のその他の部分から分離されたひとつの

照合数字を含める必要がある。照合数字は、データベース利用者によって入力された英

数字コードの完全性を保証することによって誤りを減少させるよう意図されている。 

 

照合数字を算出するためのルールは以下のとおりである。照合数字は、一桁の数字か

らなる。照合数字は、識別記号内の英数字それぞれの値を合計することによって算出さ

れる。それぞれの英数字の値は、数字（φから9）についてはφから9であり、英字（A

からZ）については1から26である（付録参照）。その合計がいくつかの数字から成る場

合は、同様のルールを用いて最終の合計がひとつの数字になるまで、さらにそれらの数

字を合計して算出される。 

 

 例えば、コードCED-AB891の照合数字は、以下のように算出される。 

ステップ 1： 3+5+4+1+2+8+9+1 = 33 ； 

ステップ 2： 3+3 = 6 ； 従って、照合数字は6である。 

 

従って、この識別記号は、 

CED－AB891-6  となる。 

 

項目 8 

 上記のガイダンスは、既存の植物製品の大多数について識別記号を作成するのに十分

である。遺伝子組換え技術によって得られ、従来の交配によって蓄積（スタック）され

た二つ以上の形質を有する植物製品に関しては、識別記号はそれぞれの親植物の識別記

号から構成される必要がある（例えば、MON-15985-7 x MON-φ1445-2）。 
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今後の発展 

 

 さらなる情報分野を組み入れる必要がある場合、前または後ろへ付加する記号の利用

について、将来的に再検討が必要となる可能性のあることが認識された。バイオトラッ

クプロダクトデータベースで利用するための追加情報分野を組み入れるための前また

は後ろへ付加する記号の利用については、必要に応じて、または国の要請に応じて、臨

時に、または任意に、討議が継続され、国内当局によって公開される必要がある。 

 

識別記号の開発および指定に関する本ガイダンスは、蓄積された経験に照らし合わせ

て、再評価される可能性がある。 
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付  録 

 

識別記号に用いられる数字の種類 

φ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

識別記号に用いられるアルファベット文字の種類と照合数字算定のための相当値 

A=1 

B=2 

C=3 

D=4 

E=5 

F=6 

G=7 

H=8 

I=9 

J=1φ 

K=11 

L=12 

M=13 

N=14 

O=15 

P=16 

Q=17 

R=18 

S=19 

T=2φ 

U=21 

V=22 

W=23 

X=24 

Y=25 

Z=26 
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